
ⅣⅣ  大大阪阪府府動動物物愛愛護護管管理理推推進進計計画画[[概概要要]] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動物の愛護及び管理に関する法律の改正(H18.6.1施行) 

 国 ⇒「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進する 

ための基本的な指針（以下、「基本指針」という。）」の策定 

 都道府県 ⇒基本指針に即して、 

「府域内における動物の愛護及び管理に関する施策を推進する 

ための計画（以下、「動物愛護管理推進計画」という。）の策定 

がそれぞれ義務付けられた 

動物愛護管理法の改正 
基

 

本

 

指

 

針

 

 

                 

 

 

国府 

大阪府動物愛護管理推進計画検討委員会の設置 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

大大阪阪府府動動物物愛愛護護管管理理推推進進計計画画((案案)) 

 趣 旨   府民一人ひとりに動物を愛護する心を育み、動物の適正な取扱いや飼養管理をす 

      ることにより、人と動物とがより良い関係づくりを進め、共に健康で安全に暮らせ 

目 的  る社会の実現を図る 

      ■動物の愛護及び管理を推進する体制の構築と府民及び関係団体等との連携・協働

 基本的  ■動物の愛護及び管理に対する府民の意識高揚と適正飼養の推進 

 視 点  ■動物による危害や迷惑問題の防止を図り、府民の健康と安全の確保 

      ■中長期的な施策展開の必要性 

 計画の期間 ： 平成20年4月1日～平成30年3月31日（10ヵ年計画）

     (1)犬及びねこの引取り数の減少 

目   ○犬の引取り頭数  H18年度比 概ね半減 800頭 

○ねこの引取り匹数  

      ・所有者あり H18年度比 概ね半減  1,000匹 

      ・所有者不明 H18年度比 概ね3割減 6,700匹 

 標 

     (2)犬及びねこの返還・譲渡率の向上 

      H18年度比 概ね倍増（犬 50%、ねこ 2%）  

(1)動物愛護管理推進体制の強化 

■動物の愛護や適正飼養の普及啓発を行う基幹的施設のあり方検討 

■動物愛護推進員の委嘱の推進及び動物愛護推進協議会の活性化

(2)関係機関等との連携・協働 

■普及啓発、適正飼養等に対する市町村の役割や協力体制の整備 

■譲渡率の向上等施策の推進における関係団体との連携強化

(3)動物の愛護及び管理の普及啓発 

■府、市町村、関係団体等が連携した普及啓発事業の実施 

■効果的な広報活動の実施

(4)動物の適正な飼養の推進 

■犬及びねこの引取り数の減少のため、適正飼養を推進し、飼養者意識

の向上を通じ、その責任の徹底

具

体

的

施

策

の

取

組 

(5)返還及び譲渡等の業務改善 

■所有者明示の徹底等と併せ、保護収容動物の検索体制の充実 

■致死処分数の減少を図り、保護収容動物の譲渡の推進

(6)動物による危害や迷惑問題の防止 

■所有者のいないねこ対策を講じ、生活環境被害の軽減 

■生活環境が損なわれている場合の勧告命令の実施と市町村の協力

(7)動物取扱業の適正化 

■販売時事前説明の実施等、動物愛護管理法遵守の徹底を指導 

■業界全体の資質向上のため動物取扱業者の育成を検討

(8)災害等緊急時における動物の救護 

■被災動物の救護及び人への危害防止のため、救護体制の確立 

■地域住民の理解と協力が得られるよう意識の共有（避難訓練等）

(9)実験動物の適正な取扱いの推進 

■「３Ｒの原則」や実験動物の飼養保管等基準の周知と普及啓発 

(10)産業動物の適正な取扱いの推進 

■動物の愛護及び管理の観点から産業動物の取扱いについて国の動向を

注視し普及啓発を推進 

 ■基本的視点 

 ・国民的な動物の愛護及び管理に関する活動の盛り上げ 
・長期的視点からの総合的・体系的アプローチ 

・関係者間の協働関係の構築              

・施策の実行を支える基盤の整備 

■施策別取組 

(1)普及啓発 (2)適正飼養の推進による動物の健康安全確保 

(3)動物による危害や迷惑問題の防止 (4)所有明示措置の推進 

(5)動物取扱業の適正化 (6)実験動物の適正な取扱いの推進 

(7)産業動物の適正な取扱いの推進 (8)災害時対策 

(9)人材育成 (10)調査研究の推進 

整合性  
 

犬の捕獲・引取り数及び返還譲渡数の推移
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【目的】中長期的な目標設定等による計画的かつ統一的な施策の遂行を図る 

計画を策定するために、専門的見地あるいは動物関係者等から広く意見を 

得るため委員会を設置 

■委員 ・学識経験者・獣医師会・動物愛護団体・教育関係・市町村（計14名） 

■委員会検討経過 

・H18.12.7 第1回委員会（基本的考え方） 

・H19.2.9   第2回委員会（取組方策の検討） 

・H19.6.6   第3回委員会（骨子案の検討） 
・H19.8.30 第4回委員会（素案の検討） 
・H19.12.14 第5回委員会（最終案の作成） 

《パブリックコメント》 

・実施期間 H19.10～11 

・意見受付数  262通 

・延べ意見数 1292件 

府内における犬ねこの取扱いの状況 

（H18.10.31環境省告示第140号）
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ねこの引取り数と返還譲渡数の推移
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H18引取り数等実績 

捕獲数  1,389頭 

引取り数 1,607頭 

H18引取り数実績 

所有者あり1,933匹 

所有者不明9,597匹 
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